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新たな価値づくり研究開発支援補助金公募要領（令和６年度） 
令和７年１月10日 

広島県商工労働局イノベーション推進チーム 

 

「新たな価値づくり研究開発支援補助金」（旧 ものづくり価値創出支援補助金）の公募を行
いますので、申請を希望される方は、次の要領に基づきご応募ください。 
 

Ⅰ 補助制度の概要  

１ 補助事業の目的 

物価高騰の影響による厳しい経営環境においても将来にわたる研究開発投資を促進するこ
とにより、県内企業の持続的な発展を図るため、製造業者等を対象として、これまで自社等で
取り組んできた先行開発の成果等を基に、具体的な市場（客先）ニーズを踏まえ、取り組むべ
き課題と技術構想が明確になっている応用開発・実用化開発（以下「応用・実用化開発」とい
う。）を支援することを目的としています。 

あわせて、今後デジタル技術を活用したDX※１の潮流が、社会をより便利で豊かにする可能
性を秘めているとともに、製造業者等がCASE※２に代表される産業構造の変化やカーボンニュ
ートラル（以下「CN」という。）に関する規制等に対応する必要があることから、応用・実用
化開発のテーマがデジタル化又はCNに係る新分野展開・事業転換である場合、重点的な支援を
実施します。 
 
※１DX（デジタルトランスフォーメーション）：デジタル技術を活用して、生活に関わるあらゆる分野（仕事、暮

らし、地域社会、行政）において、ビジネスモデル、オペレーション、組織、文化などのあり方に変革を起こす
こと。  

※２CASE（ケース）：ダイムラーが提唱した「Connectivity（つながる）」「Autonomous（自動運転）」「Shared 
& Service」（カーシェアリングなどのサービス）」「Electric（電動化）」の英語の頭文字で 自動車産業の変革
を象徴する新たなキーワード 

 
２ 補助事業の概要 

  県内の製造業者等が単独、又は、民間企業等の事業者又は大学等研究機関から１者以上を加
えた開発グループを構成して実施する応用・実用化開発に対し支援します。 

  応用・実用化開発の進行管理等の支援を行う事業管理機関を指名して事業を実施する場合、
事業管理機関の経費を県が補助します。 
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（要件等の概要一覧） 

※ 開発グループを構成する場合の連携先の「事業者」については、資本金、業種、所在地等の制限はあ
りません。 

（要件等の概要一覧に関する留意事項） 

 共通事項
 

代 表 事 業 者
・広島県内に事業所を有し、資本金の額若しくは出資の総額が10億円以下の会社又
は常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人であること 
・物価高騰の影響を受けていること

 

対象事業の 

内容

・具体的な市場（客先）ニーズを踏まえ、事業化に向けたものづくり又はデジタル
化に関する応用・実用化開発であること 

・県内経済・雇用への波及効果が見込め、事業終了後おおむね５年以内の事業化及
び事業化後の企業の付加価値額向上を目指したものであること 

・県内製造業等においてものづくりの高度化やデジタル化に資すること
 

補助対象経費
①試作・試験費    ② 機械装置・工具器具費  ③研究連携費 
④ 直接人件費        ⑤ 事業管理費   など

 
採択予定件数

10件程度 
採択予定件数は公募開始時点の想定であり、変更されることがあります。

 事業実施期間 交付決定日～令和８年２月28日まで
 

個別事項
一般型 重点型

事業管理機関  重点型以外 デジタル化又はCNに係る 
新分野展開・事業転換をテーマ

 補助率 １/２以内 ２/３以内
事業管理費 
10/10以内

 
補助限度額 5,000万円 5,000万円

代表事業者の補助金
額の10/100に相当す

る額

 
ものづくりの高度化

高強度化、高機能化、形成プロセスの微細化・精密化、新たな機能の発現、品
質安定性・安全性の向上、感性価値の向上、長寿命化、環境負荷の低減、低コ
スト化などにつながることを目的としていること

 
デジタル化

組み込み技術を用いた自動制御技術等の「機械制御に係る技術」を事業化する
製品となる機械装置・機械部品等に組み込むことを目的としていること

 
付加価値額

① 付加価値額：営業利益、人件費、減価償却費の計 
② 比較基準となる付加価値額：申請時の直近の決算年度の付加価値額

【開発グループ】代表事業者に民間企業等又は大学等研究機関のいずれか１者以上を加えて構成

（事業のイメージ）

県内製造業者等

県内製造業者等

代表事業者
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３ 本補助金の対象となる補助事業者の要件及び事業の内容 

（１）この補助金公募要領における用語の定義は、次のとおりです。 
（ア）代表事業者： 

応用・実用化開発及び事業化の中核を担う者で、県内に事業所（本社、研究開発拠点等）
を有する製造業者等。なお自社で工場や生産設備を有していないファブレス企業について
は、次の要件を全て満たすことで製造業者等として認め、代表事業者としての申請を可能
とする。 
（a）県内に工場等生産設備を有する製造業者と開発グループを構成すること 
（b）事業化した場合に、広島県経済に波及効果があると認められること 
（c）代表事業者の要件を満たしていること 

   ①補助事業において、応用・実用化研究開発及び事業化の中核を担う者であること 
   ②広島県内に事業所（本社、開発拠点等）を有すること 

（イ）製造業者： 
総務省が所管する日本標準産業分類(第14回)「大分類Ｅ製造業」に属する事業を営む事

業者をいう。 
 （ウ）事業者：民間企業又は事業を営む個人 
 （エ）大学等研究機関： 

大学、短期大学及び高等専門学校又は国公立設試験研究機関及び試験研究に関する業務
を行う独立行政法人 

ただし、日本国外の大学、研究機関その他これに類する機関等（以下この号において「機
関等」という。）においては、その機関等が所在する国又は地域の制度において定められ
ている機関等をいう。 

 （オ）事業管理機関： 
県内に事業所を有する一般・公益財団法人、一般・公益社団法人、商工会議所、商工会、 

中小企業団体中央会、金融機関、特定非営利活動法人等の産業支援機関であって、応用・
実用化開発の進行管理等を行う能力があると知事が認めるもの 

（カ）開発グループ：  
代表事業者と、事業者又は大学等研究機関が連携して補助事業において応用・実用化 

開発及び事業化を行うために構成される組織 
（キ）補助事業者：補助金の交付の対象となる代表事業者又は事業管理機関 
（ク）CNに係る新分野展開・事業転換： 

代表事業者がCNに対応するために、CNに資する新たな製品の開発やこれまで進出して
いなかった分野の製品の開発をすることにより、新たな市場に進出することをいう。 

（例１）：環境負荷の小さい植物由来の樹脂の自動車用部品の研究開発を進め、従来の
石油由来の樹脂から転換することで、新たな市場獲得を目指す。 

（例２）：船舶用水素・アンモニア燃料エンジンの研究開発を進め、従来の重油焚きエ
ンジンから転換することで、新たな市場獲得を目指す。 

（例３）：自動車用エンジン部品を製造していたが、EV化の流れによりエンジン部品の
需要が減少した（すると見込まれる）ため、これまでの加工技術を応用し、
産業用ロボット製造研究開発を行い、新たな市場獲得を目指す。 
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（２）補助事業者の要件 

   代表事業者、開発グループ及び事業管理機関は次に掲げる要件に該当する必要があります。 

 
（３）補助事業の内容 

（ア）補助事業は、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。 
① 自社等の基礎研究・応用研究の成果を基に、具体的な市場（客先）ニーズを踏まえても

のづくり又はデジタル化に関する応用・実用化開発を行うこと。 
  ※量産開発に相当する内容であるなど応用・実用化開発に該当しない場合、補助対象

事業となりません。 
② 県内経済・雇用への波及効果が見込め、補助事業終了後おおむね５年以内の事業化及

び事業化後の企業の付加価値額向上を目指したものであること。 
③ 県内の製造業等において、ものづくりの高度化やデジタル化に資するものであること。 
④ 当該補助事業の公募要領に基づいて過去に採択された開発テーマと同一内容の応用・ 

実用化開発でないこと。 
（イ）事業管理機関が行う補助事業は、次に掲げる内容を実施する必要があります。 

① 事業期間内における、代表事業者又は開発グループの開発目標達成に向けた、補助事業
遂行の進捗管理 

② ①の補助事業に係る経理処理の指導及び証拠書類等の調整、収集、保管 
③ 補助事業に係る県への報告並びに県による検査への対応及び現地調査の協力 

※代表事業者は、補助事業の進行管理等を支援する事業管理機関を指名することができ
ます。 

 

 区 分 要 件
 

代表事業者

① 広島県内に事業所を有し、資本金の額若しくは出資の総額が10億円以
下の会社又は常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人
であること。 

② 物価高騰の影響を受けていること
 

開発グループ

① 開発グループをあらかじめ構成すること。 
② 代表事業者に、事業者又は大学等研究機関を加えた２者以上で構成さ

れるものであること。 
③ 開発グループ構成事業者等の間で、補助事業（共同開発）の実施につい

て、交付決定の日までに書面で合意を得る見込みがあること。
 代表事業者 

 
開発グループ
の構成員 
 
事業管理機関

① 広島県暴力団排除条例（平成22年広島県条例第37号）第２条第３号に
規定する暴力団員等又は第20条第１項の規定による通報の対象となっ
た者ではないこと。 

② 広島県の県税を滞納していないこと。（ただし、納税義務者でない者
は除く。）
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（４）補助対象経費、補助率、補助限度額等 
補助対象となるのは「試作・試験費」、「機械装置・工具器具費」、「研究連携費」、「直 

接人件費」などに関する経費です。詳細は別表(Ｐ1２)を確認してください。 

  ※補助対象経費の区分ごとに千円未満は切捨てとなります。 
 
（５）補助対象経費全般に関する留意事項 

（ア）交付決定日以降に支払い手続き（発注・納品等）が行われ補助対象期間内に支払いが 
完了する経費が対象となります。 

  ※支払が補助事業期間外であっても要件を満たす場合、補助対象経費として例外的に認め 
ます。P18「補助対象経費の算入可否判断例」をご覧ください。 

 （イ）補助事業は補助事業計画の目的を達成するために行う事業です。補助事業による成果や
目的に資する経費でない場合、補助対象経費と同様の区分であっても補助対象経費として
認めない場合があります。 

 （ウ）補助事業を行うに当たっては、補助対象経費として区分経理を行ってください。 
※補助対象経費とならないものについては、Ｐ13をご覧ください。 

  

４ 補助金の支払いについて 

（１）補助金は、原則として、補助事業終了後県が実績報告書の内容を確認し完了検査を実施し
た上で、代表事業者及び事業管理機関に対して支払います。 

    したがって、補助事業実施期間中、補助金相当分の資金を確保する必要があります。 
  ただし、代表事業者については、事業実施期間中であっても概算払（出来高）を請求するこ

とができます。概算払（出来高）に関する要件については表１のとおりです。 
 
（２）代表事業者は、補助事業の実施期間内に、契約等に基づいて機器等の納入事業者や連携先

の大学等研究機関等に対し、補助対象経費の支払を完了する必要があります。 
 
（３）開発グループを構成する場合、連携先の事業者への補助金の支払いについては、代表事業

者と事業者の間の取決めによります。  

 

区 分
一般型 重点型

事業管理機関  
重点型以外

デジタル化又はCNに係る新分野

展開・事業転換をテーマ
 補助対

象経費
応用・実用化開発に要する経費のうち補助金交付の対象と 

して知事が認める経費
左記補助事業の進行
管理等に要する経費

 
補助率 補助対象経費の1/2以内 補助対象経費の2/3以内

補 助 対 象 経 費 の
10/10以内

 
補助 

限度額
5,000万円

代表事業者の補助金
額の10/100に相当す
る額
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【表１ 概算払（出来高）に関する要件】 

 

５ 事業実施期間  交付決定日から令和８年２月28日まで 
 

６ 採択方法 

公募要領に則って申請された「事業計画書」に基づき、広島県が設置する審査会で審査しま
す。審査結果（採択又は不採択）の通知後、採択された者は速やかに補助金の交付に係る必要
な手続きを行うことになります。（審査項目はP９～10をご覧ください。） 

なお、採択予定件数は10件程度です。 

 
７ 補助事業者の義務 

（１） この補助金の交付決定を受けた場合は、次の条件を守らなければなりません。 
（ア）補助対象経費の配分や補助事業の内容を変更しようとする場合（軽微な変更を除く。）

又は補助事業を中止、廃止しようとする場合は、事前に知事の承認を受けること。 
なお、軽微な変更については、交付要綱別表２に記載のとおりです。 

（イ）補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合に
おいては、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。 

（ウ）補助事業の進捗状況等確認のために県が報告を求めた場合は、遅滞なく県に報告するこ
と。また、必要に応じて県が現地調査等を行う場合は、これに協力すること。 
補助事業の中間報告として、令和７年９月30日までの遂行状況を10月10日までに報告す
ること。 

（エ）補助事業を完了した場合は、次のいずれか早い日までに事業実績報告書を県に提出する
こと。 
・補助事業を完了した日から起算して10日を経過した日 
・交付決定日の日の属する県の会計年度の３月10日 

（オ）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、当該補
助事業完了の日の属する県の会計年度の終了後10年間保存すること。 

（カ）補助事業により取得し、又は効用の増加した機械等の財産については、補助事業終了後
も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図るこ
と。また、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上（税抜）の財産については、
取得財産ごとの減価償却期間の耐用年数以前に当該財産を処分する必要があるときは、
事前に知事の承認を受け、また、財産処分によって得た収入の一部を県に納付すること。 

（キ）補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会計年度終了後30日以内（４
月30日まで）に当該補助事業に係る過去１年間の事業状況や当該補助金事業の事業化後
の企業の付加価値額及び従業員１人当たりの付加価値額について、県に報告すること。 

 項 目 要 件
 請求回数 各代表事業者につき、交付決定日から実績報告書提出日までの間に「１回」
 

請求時期
代表事業者の判断により、事業の進捗や支払状況等を勘案し請求可能です
が、支払に際し現地確認を実施しますので、支払には１～２か月要します。

 対象経費 補助対象経費のうち、支出済等の経費（消費税等を除く）
 請求可能額 対象経費×補助率 ※千円未満切り捨て
 

必要書類
概算払請求書（様式第８号）（添付書類：実績報告書に準じた書類） 
※実績報告書の提出の際は改めて全ての書類の提出が必要となります。

 備 考 請求予定の場合、必ず事業計画書別紙４に時期・金額等を記載すること。
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   （交付要綱第20条第２項に基づき、上記期間経過後も必要に応じて売上額や付加価値額
などについて報告を求めることがあります。） 

   また、補助事業に関連する調査に協力すること。 
（ク）補助事業終了後、県が必要と判断した場合は、補助事業の成果を発表すること。また、

知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力すること。 
（ケ）補助事業に基づく発明、考案等に関して産業財産等（特許権、実用新案権、意匠権等）

を補助事業実施年度又は補助事業実施年度の終了後５年以内に出願若しくは取得又は
これらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、産業財産権等届出書を提出する
こと。 

 
（２）開発グループを構成する代表事業者は、補助事業計画書（P22参照）に代表事業者、構成

員の記名をするとともに、以下に掲げるいずれかの条件を満たす必要があります。 
（ア）開発グループ構成事業者等の間で、補助事業（共同開発）の実施について、交付決定の

日までに書面で合意を得る見込みがあること。（補助金交付申請時に合意書等を添付す
ること） 

（イ）大学等研究機関と開発グループを構成する場合は、代表事業者又は事業者と大学等研究
機関又は当該機関の教員等との間で、有償の契約に基づき補助事業の一部を実施するこ
とについて合意を得る見込みがあること。ただし、この有償の契約は交付決定後に締結
すること。（補助金交付申請時に契約書（案）等を添付すること） 

   （注）大学等研究機関との間で、過去から継続して有償の契約に基づき共同研究を実施し
ている等、当補助事業の交付決定前から契約が締結され開発等を実施しているものは
補助対象経費となりません。補助対象経費とする場合、当補助事業で実施する開発内
容について、交付決定後に個別に契約を締結する必要があります。 

    
８ その他留意事項 
（１）成果の帰属 
   補助事業によって得られた産業財産権等（特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は著作

権等）の研究成果は、代表事業者又は開発グループ（配分等については開発グループ内で取
り決めること）に帰属します。 

（２）補助金重複受領の禁止 
   実質的に同一内容の事業（相当程度重なる場合を含む。）について、この補助金と他の公

的な補助金等を重複して受けることはできません。（※事業管理機関を除く） 
  重複受領の事実が判明した場合は、不採択の決定又は採択の取消を行うことがあります。 
（３）補助事業者が「広島県補助金等交付規則」等に違反する行為等（例：他の用途への無断転

用や交付の目的に反して、使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供すること、虚偽報告な
ど）をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。 

（４）個人情報 
   申請に関連して提供された個人及び法人情報については、下記各項目の目的にのみ使用し

ます。（ただし、法令等により提供を求められた場合を除く） 
  ・審査及び審査に関連する事務連絡、通知等 
  ・（採択された場合）事業に係る事務連絡、事業後のフォローアップ、追跡調査等の連絡 
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Ⅱ 申請手続き等  

１ 事業計画書受付期間  

  令和７年１月１０日（金）～令和７年３月１８日（火）17:15 ＜必着＞ 
２ 提出書類 

（１）次の書類を提出してください。 
   なお、提出書類のほか、必要に応じ追加資料の提出及び説明をしていただくことがありま

す。また、一度提出された書類の返却はしませんのでご了承ください。 

 (代:代表事業者、構:開発グループを構成する事業者、大:大学等研究機関、事:事業管理機関) 
※１ 概算払を希望する場合のみ提出すること 
※２  新たな価値づくり研究開発支援補助金における直接人件費の計算に係る実施細則第５

に規定する資料 
※３ 貸借対照表、損益計算書のみで可 
※４ 創業２年未満の場合は、創業期から直近までの決算報告書等 
※５ パートナーシップ構築宣言を公表している事業者のみ提出 

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト（https://www.biz-partnership.jp/） 
※６ 公募期間内に発行された広島県の県税、特別法人事業税及び地方法人特別税について、 

未納がない旨の納税証明書(写し可） 
広島県内に所在する構成員各社分が必要（国税ではないので注意してください） 
 

    （２）用紙の大きさ等（持参又は郵送で提出する場合） 
   提出書類の用紙は、Ａ４縦位置、横書きとしてください。ただし、決算報告書、定款等に

ついては、既存のものを活用しても構いません（Ａ４縦位置、横書きでなくても可）。 

 

 
提 出 書 類

提出区分
部数 備 考

 代 構 大 事
 

①
補助事業計画書（22又は35ページ参照） 
※採択決定後に提出する「補助金交付申請書」ではあ
りません。

（共 通） １部  ② 別紙１ 事業計画書（23ページ参照）
 ③ 別紙様式 応用・実用化開発の要約（29ページ参照）
 ④ 別紙２ 事業収支計画書（30又は36ページ参照）
 ⑤ 別紙３ 企業の概要（33ページ参照） ○ ○ × × １部
 ⑥ 別紙４ 事業執行計画（34ページ参照） ○ × × × １部 ※１
 ⑦ 直接人件費対象者届出書等 ○ ○ × ○ １部 ※２
 ⑧ 定款（個人の場合、事業開始時に税務署に提出する「個

人事業の開廃業等届出書」控の写し）、寄附行為等 ○ ○ × ○ １部

 ⑨ 直近２期分の決算報告書 （貸借対照表、損益計算書、個
別注記表、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細） ○ ○ × ○ 

※３
１部 ※４

 ⑩ パートナーシップ構築宣言 ○ × × × １部 ※５
 ⑪ 未納がない旨の納税証明書（県税） ○ ○ × ○ １部 ※６

https://www.biz-partnership.jp/
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（３）提出方法 
   補助事業計画書等の提出は、持参、郵送又は電子メールにより行ってください。郵送の場

合は、封筒の表に「新たな価値づくり研究開発支援補助金」と朱書きしてください。 

   電子メールで提出する場合は、ワードデータ等をPDFに変換し送付してください。データ
容量が大きい（目安として７MB以上）と受信できないことがありますので、送信される際に
イノベーション推進チーム新産業支援グループまでご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
３ 審査方法 

広島県が設置する審査会において、申請書類及び代表事業者等によるプレゼンテーション（必 
要な場合に実施）に基づいて審査、評価採点を行い、その結果を踏まえ、広島県が予算の範囲
内で採択事業を決定します。審査会の開催にあたり、県の試験研究機関等に補助事業計画書の
内容について意見照会を行うことがあります。 

なお、申請件数が多数の場合は、事業計画書の「別紙様式 応用・実用化開発の要約」及びそ
の他の申請書類に基づき書類審査を行うことがあります。 
※補助金申請額が予算額を上回る場合は、減額し交付決定を行う場合があります。 
 

【審査項目】 

  

（１）開発能力 

具体的な市場（客先）ニーズを踏まえた応用・実用化開発の工程計画（開発スケジュー
ル）が明確化されており、それを実行し得る開発体制を有しているか審査します。 

① 開発目標の妥当性 

応用・実用化開発の到達すべき目標が数値等により定量的に設定されているか、また、目標
達成のために克服すべき課題及びそれを解決する具体的な手法が示されているか 

② テーマ 
ものづくりの高度化又はデジタル化に資するものであるか 
 

ものづくりの高度化： 
高強度化、高機能化、形成プロセスの微細化・精密化、新たな機能の発現、 
品質安定性・安全性の向上、感性価値の向上、長寿命化、環境負荷の低減、 
低コスト化などにつながることを目的としていること 

デジタル化： 
組み込み技術を用いた自動制御技術等の「機械制御に係る技術」を事業化する製品 
となる機械装置・機械部品等に組み込むことを目的としていること 
 

③ 技術力 

応用・実用化開発の中心技術について、新規性や独創性、革新性を有しているか 
自らの実績による先行開発の成果を保有しているか 

④ 開発の実施体制 

＜提出先及び問合先＞ 
 広島県商工労働局 イノベーション推進チーム 新産業支援グループ 
  〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２ 
  TEL ０８２－５１３－３３６６（ダイヤルイン） 
  FAX ０８２－２２３－２１３７ 
  E-Mail syo-innovmono@pref.hiroshima.lg.jp
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４ 公表 

採択となった場合は、申請者名（代表事業者名、所在地、開発グループの構成員名等）、開
発テーマ、補助金交付年度及び交付決定金額等を公表します。 

 

 

 事業期間内の目標達成が見込まれる工程設定、人員配置となっているか 
経費の配分は適切か 

 
（２）事業化実現可能性 

事業化につなげるための戦略や経営資源等を評価し、応用・実用化開発された後の事業化
実現可能性について審査します。 

① 市場獲得の可能性 
開発する製品の具体的な市場投入計画が立案され、競合製品等に比べ優位性があり、新規

受注や市場シェアの伸長等、新たなビジネスを獲得できる可能性があるか 
② 事業化計画の妥当性 

事業化に向けた計画・工程が具体的かつ明確になっており、事業実施により応用・実用化開
発が加速されるか 

③ 事業化の実施体制 
事業化計画を実施するために十分な資金や人材、技術等を有しているか 
 

（３）県内への波及効果 

事業化された場合における、県内への波及効果について審査します。 
①  県内産業への貢献 

開発した技術は広島地域の優位性をさらに高めるものか 
開発した技術が ①DX促進に寄与するものか（加点項目） 
        ②CNに寄与するものか（加点項目） 

② 県内経済への波及効果 
県内での製品生産や関連企業への波及効果が見込まれるか 

③ 県内雇用への波及効果 
県内の雇用の維持や増加等の波及効果はあるか 

 
（４）実施場所 

県内への波及効果を高めることを目的に、応用・実用化開発及び生産地を確認します。 
① 応用・実用化開発の実施場所 

代表事業者が県内において応用・実用化開発を行うか 
② 事業化の実施場所 

応用・実用化開発終了後、県内において製品の生産を行う計画か 
③ 代表事業者の規模 

   代表事業者が中小企業（※）であるか（加点項目） 
 ※中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者 

 
（５）その他 
 ① パートナーシップ構築宣言の公表 
   「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト（https://www.biz-partnership.jp/）におい  
  て宣言を公表しているか（加点項目）

https://www.biz-partnership.jp/
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５ 事業スケジュール  

 

 項 目 月  日 実施機関 備  考
 公 募 開 始 令和７年１月10日 県 様式等は県HPに掲載
 

事業計画書等作成 令和７年１月10日～ 申請者等
開発グループを構成する場合、構成員の
確定、役割分担等

 事業計画提出 
※申請書類の提出

令和７年１月10日～ 
令和７年３月18日

申請者 申請〆切３月１８日17:15まで（必着）

 
事 前 審 査 等 令和７年３月19日～ 県

内容の確認等 ※応募多数の場合申請書
類による書類選考を実施

 

審査会開催
令和７年４月23日（予
定） 
※詳細は別途通知

県
代表事業者等による事業内容に関する
プレゼンテーション等に基づく審査

 採択決定 令和７年４月下旬頃 県
 

補助金交付申請
令和７年４月下旬頃 
※採択決定時に通知 申請者 採択決定者のみ

 
交 付 決 定

令 和 ７ 年 ５ 月 上 旬 頃
（予定） 県

 
事業開始・実施 交付決定日以降 申請者等

事業期間中に、県は中間検査・完了検査
等を実施

 
実 施 状 況 報 告 令和７年10月10日まで 申請者 ９月30日までの実施状況を報告

 事 業 完 了 令和８年２月28日まで 申請者
 

実 績 報 告 令和８年３月10日まで 申請者
次のいずれか早い日まで 
・事業完了後10日 
・令和８年３月10日

 補助金額の確定 事業実績報告審査後 県
 補 助 金 請 求 書 額の確定後速やかに 申請者
 補 助 金 の 支 払 請求書収受後 県 令和８年３月31日までに支払完了
 

事 業 状 況 報 告 令和９年４月30日まで 申請者

事業完了後５年間 

※上記期間経過後も必要に応じて事業

状況について報告を求めることがあり

ます。 
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別表 「補助対象経費」 
（１）補助事業の遂行に必要な経費のうち、次のものが補助対象経費となります。 

 

 補助対象 
経費区分 補助対象経費の内容

 

試 作 ・ 
試 験 費

１ 本開発に係る目的物を試作する場合の原材料、部品等の購入に要する経費 
２ 本開発に係る目的物の試作、原材料の加工、試料の製造、試験・分析等の外 

注委託に要する経費 
３ 本開発に必要な試験、分析等を行うための材料、試薬品等の購入に要する 

経費（例 試薬品、油、試験管、分析・解析ソフトウェア など） 
（注１）汎用性の高い事務用品・ソフトウェア等、補助事業終了時点の未使用残存品は 

補助対象外とする。 
（注２）外注委託は、明確な仕様書を作成して試作、加工、試験等を依頼するもので、 

研究開発要素を含まないものとする。
 

機 械 装 置 ・ 
工 具 器 具 費

 本開発に必要な、 
・機械装置の購入、据付に要する経費 
・機械装置の借用、リースに要する経費 
・既存の機械装置の改良に要する経費 
・工具器具の購入に要する経費（例 工作機械に使用される磨耗する刃物 など） 

（注） 汎用性の高い機械装置・工具器具等の購入は補助対象外とする。
 研 究 連 携 費 

※開発 
グループ

技術課題の解決のため、開発グループ内の大学等研究機関との連携に要する経費 
（例 共同研究費、委託研究費、大学等への寄附金・負担金 など）

 
技術指導費 専門的知識を有する者を専門家として依頼し、指導・相談を受けた場合に要する 

経費（謝礼として支払われる謝金及び旅費等の経費）
 

直 接 人 件 費

本開発に直接関与する者（補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。）の直接
作業時間に対する人件費 

※経費の算出方法については、「新たな価値づくり研究開発支援補助金における直接
人件費の計算に係る実施細則」により計算すること。

 

諸 経 費

特許取得費（日本の行政庁に納付される出願手数料等（出願料、審査請求料、特許料
等）を除く）、本開発を行うために直接必要な、従業員の旅費、資料購入費（図書、参
考文献、資料等を調達するための経費）、調査委託費（応用・実用化開発に必要な調査
等を委託する際に支払われる経費）、法定検査・検定料等に必要な経費、その他知事が
特に必要と認める経費

 

事 業 管 理 費

事業管理機関が行う、代表事業者又は開発グループの研究開発の進行管理等に要す
る経費（例 人件費、旅費、消耗品費、一般管理費など） 
（注１）事業管理費は、進行管理を行う代表事業者の補助金額の100分の10を限度とす

る。 
（注２）人件費単価等については、「新たな価値づくり研究開発支援補助金における直

接人件費の計算に係る実施細則」に準じて算出すること。



13

（２）次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とはなりません。 
  ① 取引に係る消費税及び地方消費税 
   ※ただし、次の補助事業者は消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとする。 
    補助金により支払った消費税についても仕入税額控除を受けたときは、その控除額に含まれる補

助金額を県に報告するとともに、当該消費税仕入れ控除税額の返還手続きが必要となります。 
   ・消費税法における納税義務者とならない者 
   ・免税事業者 
   ・簡易課税事業者 
   ・消費税法別表第３に掲げる法人  
   ・国又は地方公共団体の一般会計である者 
  ② 支出の際に生じる振込手数料 
  ③ 交付決定前に発注や契約を締結した経費 
  ④ 交付決定前に支出済の経費 

⑤ 飲食等に係る経費 
⑥ 発注・契約から納品や委託業務の完了、支出までの一連の手続が補助対象期間内に行われていない場

合の経費 
   ⑦ 「金融機関・郵便局による振込払」以外で支出が行われている場合 

（原則として、現金、手形、クレジットカード等により支出が行われている場合は、補助対象となりま

せん。） 
 ⑧ 他の取引と混同・相殺して支出が行われている経費 

  ⑨ 発注が開発グループ内で行われている経費 
  ⑩ 子会社、グループ会社等関連会社（資本関係にある会社・役員を兼務している会社等）に発注す 

る経費 
  ⑪ 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類（見積書※1、発注書※2、契約書※3、仕様書、納品書、請 

求書、振込関係書類、領収書等）が不備の経費 
  （※ 事業管理費における①②の経費で必要と認められる場合は対象とする。） 
 

（※１）見積書 

・１発注金額が「１０万円未満（税抜）」の物件：見積書を１社以上から徴すること。 

・１発注金額が「１０万円以上（税抜）」の物件：見積書を２社以上から徴すること。 

（複数社の見積が取れない場合は、その理由を示した書面を準備すること。） 

（※２）発注書 

見積書を基に、物件の発注等を書面で社内決定し、書面は整理・保管すること。 

※請書または契約書を作成している場合で、その発注内容と発注日（業務開始日）が当該請書また 

は契約書で確認できる場合は、発注書の作成は省略可。 

（※３）契約書 

１発注金額が「５０万円以上（税抜）」の場合には、契約書を取り交わすこと。 

契約書については、本文において当事者の合意の内容（総金額・品名・規格・数量・単位・単価・金
額・納入期限・納品場所等）が記載され、当事者双方の署名又は記名・押印があるものであること。 

ただし、「５０万円以上、１５０万円未満（税抜）」に関しては、受注者から提出される請書な
ど簡易なもの（総金額・品名・規格・数量・単位・単価・金額・納入期限・納品場所が明記されて
いるもの）に代えてもよい。 
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 Ⅲ 補助事業の実施に係る経理等の諸注意   

１ 帳簿等の記録、管理、保存 
（１）補助事業の経費を明確に区分するため、補助事業専用の帳簿（補助簿）や預金通帳を備

えるなど、一般の経理と分離した整理・処理をしてください。 
（２）補助事業の経費に係る伝票等の証拠書類は、費目ごと（物品別、件別）に整理し補助事

業終了後、10年間保存しなければなりません。 
 

２ 補助対象経費の支払方法 
補助対象経費の支払は、銀行振込により行ってください。現金支払、手形、クレジット 

カード、他の取引との混同・相殺による支払は原則として認めません。 
 
３ 補助対象物件の検収 
（１）補助対象物件の検収は、納品後直ちに行い、検収済みである旨と日付及び担当者の印等

を納品書に記載してください。なお、返品を行った場合や手直しを行った場合は、伝票等
にその旨を明確にしてください。（検収日が補助対象物件等の取得日） 

（２）補助対象物件には、補助事業により取得したことが識別できるよう補助事業実施年度、
補助事業名等を表示してください。 

（表示例） 
 
 
 

４ 経費ごとの留意事項と整理する証拠書類等 
 

留意事項等 整理する証拠書類等

 

試
作
・
試
験
費
（
原
材
料
等
）

・ 応用・実用化開発に係る機械装置等を自社により製
作する場合に必要な原材料、部品の購入、試験・分
析に必要な材料等の購入が対象となります。 

・ 原材料、部品、材料等の購入に当たり、受払の都度、
材料等の種別又は仕様別に受払年月日、受払数量等
の必要事項を記載した受払簿（任意様式）を作成し
てください。 

・ 研究又は試作の途上において発生した仕損じ品、テ
ストピース等も保管してください。（補助金の支払
後は補助対象物件が確認できる写真を備えてくだ
さい。） 

・ 補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象と
なりません。

① 見積書、合見積又は選
定理由書 

② 発注書・請書又は契約書 
③ 納品書・請求書 
④ 受払簿 
⑤ 銀行振込明細書 
⑥ 取得財産等管理台帳 
(50万円以上(税抜)の場合)
※複数の原材料を組立し、50
万円以上の機械装置等となる
場合を含む

 
試
作
・
試
験
費
（
外
注
委
託
）

・ 補助事業に必要な原材料等の加工、試料の製造・試
験・分析等を外注委託する経費 

・ 補助事業に必要な機械装置等を外注により試作、改
良、据付け、修繕させた場合に要する経費 
が該当します 

・ 研究開発要素を含む外注は補助対象となりません。 
・ 外注に際しては、仕様書、注文書、請書又は契約書、

納品書、請求書等の証拠書類及び発注図面等を整
備、保管してください。

① 仕様書・設計図 
② 見積書、合見積又は選

定理由書 
③ 発注書・請書又は契約書 
④ 納品書・請求書 
⑤ 銀行振込明細書 
⑥ 取得財産等管理台帳 
(50万円以上(税抜)の場合)

令和６年度 

新たな価値づくり研究開発支援補助金 

整理番号：○－○ 物件名：○○○○○○○
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 留意事項等 整理する証拠書類等
 

機
械
装
置
・
工
具
器
具
費

・ ア．補助事業に必要な 
①機械装置・分析等機械装置 
②機械装置等を製作するための工具器具  
を購入する経費 

イ．補助事業に必要な機械装置、分析等機械装置を
借上した場合に支払われる経費 
が該当します。 
なお、分析等機械装置とは測定、分析、解析、評価
等を行う機械装置をいいます。

《購入の場合》 
① 仕様書・カタログ等 
② 見積書、合見積又は選

定理由書 
③ 発注書・請書又は契約書 
④ 納品書・請求書 
⑤ 銀行振込明細書 
⑥ 取得財産等管理台帳 
(50万円以上(税抜)の場合)

 ・ 借上（借用）に際しては、見積書、（借用）契約書、
納品書、写真等の第三者が確認できる書類・資料を
整備、保管してください。なお、補助事業期間中に
おける研究開発に要する経費のみが補助対象です
ので、契約期間が補助事業期間を超える場合には、
按分比例等の方式により補助事業期間分を算出し
てください。 

・ 汎用性の高い機器、工具類は原則として補助対象と
なりません。 

・ 取得価格が50万円（税抜）以上の機械装置等につい
ては、取得財産等管理台帳を整備・保管してくださ
い。なお、機械装置等は補助事業以外の目的には使
用できません。

《借上（借用）の場合》 
① 仕様書・カタログ等 
② 見積書、合見積又は選

定理由書 
③ （借用）契約書 
④ 納品書・請求書 
⑤ 銀行振込明細書 
⑥ 写真

 

研
究
連
携
費

・ 開発グループを構成する事業者と大学等試験研究
機関との間で締結された契約等に基づく研究事業
に要する経費が該当します。 

・ なお、補助事業の交付申請書提出時点で、大学等試
験研究機関又は当該機関の教員等と共同研究等を
行うことについて合意済みである必要があります。

① 契約書等 
② 請求書 
③ 銀行振込明細書 
④ 研究報告書

 

技
術
指
導
費

・ 専門家の指導等を受ける前に委嘱（依頼）手続きを
行い、専門家の承諾を得てください。 

・ 委嘱（依頼）に当たっては、あらかじめ指導の具体
的内容、回数、謝金の単価等を決定してください。 

・ 専門家の指導等を受けた後は、指導記録等を作成し
てください。謝金は、所得税関係法令の規定に基づ
き、源泉徴収をしてください。（専門家の所属する
会社に対しての支払いの場合を除く。） 

 
 

① 依頼状（委嘱状） 
② 謝金規程など単価の根

拠となるもの 
③ 指導記録、議事録等 
④ 銀行振込明細書 
⑤ 源泉徴収振込明細書
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留意事項等 整理する証拠書類等

 

直
接
人
件
費

・ 補助事業の計画書に、研究開発に直接関与する者（以
下「研究開発従事者」という。）として記載された者
について算定され、かつ、給与等として支払われたこ
とが確認できるものが対象となります。（就業規則、
給与規程などの諸規程の整備が前提となります。） 

・ 研究開発従事者ごとに、研究時間、時間数、研究内容
及び図面・データ等を記載した「研究日誌」を整備、
保管してください。 

・ 補助対象とする研究開発従事者を変更する場合は、
事業計画変更承認申請書を提出し、変更の承認を受
けてください。 

・ 所定時間外（時間外）の従事時間は対象となりませ
ん。 

・ 直接作業時間の対象となる研究開発業務とは、思索、
考案、情報・資料の収集、試作、実験、検査、分析、
報告などを指し、次のような業務に従事した時間は
対象となりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 給与支払明細書（写） 
② 出勤簿、タイムカード 
③ 法定福利費の利率等

の根拠資料 
④ その他 
「新たな価値づくり研究
開発支援事業（補助金）に
おける直接人件費の計算
に係る実施細則」に規定す
る様式、書類）

 

諸
経
費
（
旅
費
）

・ 旅費は旅費規程等により算出してください。 
・ 旅費の計算は経済的かつ合理的な経路で計算してく

ださい。（グリーン料金等特別料金は除きます。） 
・ 補助事業者の職員が旅行した場合には、報告書又は

復命書を作成してください。 
・ 補助事業としての位置付けが不明確な旅行は補助対

象経費としません。

① 旅費規程等内規 
② 出張命令伺 
③ 旅費計算書、請求書 
④ 出張報告書、復命書 
⑤ 銀行振込明細書

 諸
経
費
（
資
料
購
入
費
）

・ 補助事業に直接必要な図書、資料のみを対象としま
す。（定期購読などの雑誌は補助対象となりません。）

① 発注書 
② 納品書・請求書 
③ 銀行振込明細書

【研究開発業務としないもの】 
・ 生産の円滑化を図るために、生産工程を常時チェックする品質管理に関する

活動及び製品、半製品、生産物並びに土壌・大気等の検査、試験、測定、分
析パイロットプラント、プロトタイプモデルなどによる研究開発の域を脱し
て、経済的生産のための機器設備などの設計 

・ 一般的な地形図の作成、あるいは地下資源を探すための単なる探査活動及び
地質調査・海洋調査・天体観測などの一般的データ収集 

・ 特許の出願及び訴訟に関する事務手続 
・ 一般従業者の研修・訓練などの業務 
・ 社外で研究開発業務を行う際の移動時間（出張中の移動時間等） 
・ 昼休み時間及び休憩時間
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【参考】 

 補助事業者における経費発生状況の管理及び県の検査を効率よく実施するため、証拠書類等
の整理は以下を参考に行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 留意事項等 整理する証拠書類等
 

諸
経
費
（
調
査
委
託
費
）

・ 補助事業に直接必要な測定、分析、解析、試験等の委
託に要する経費を対象とします。 

・ 委託先の選定に当たっては複数者から見積を徴収し
てください。特定の者に限る場合は選定理由を明確
にしてください。

① 仕様書 
② 見積書、合見積又は選

定理由書 
③ 委託契約書 
④ 納品書・請求書 
⑤ 成果品（調査報告書

等） 
⑥ 銀行振込明細書

 事
業
管
理
費

・直接経費：人件費、旅費、消耗品費 等 
・間接経費：一般管理費（管理等に必要な経費として、

直接経費の30％を上限に計上できる経費）

 
上記記載に準じて処理し

てください

注1） 経費の区分ごとに、かつ、案件、物件、研究開発従事者別
に「整理する証拠書類等」欄の順に応じて綴じてください。 

注2） 定型伝票等の場合は、台紙（A4）に貼付してください。 
注3） 時系列での資料整理を行い、いつ行われたのか、日付が確

認できるようにしてください。

 
 

仕切紙 
（A4 縦）

試
験
試
作

研
究
連
携

技
術
指
導
費

直
接
人
件
費

　
銀
行
振
込
通
知
書

　
納
品
書
・
請
求
書

　
契
約
書
（
請
書
）

　
発
注
書

　
見
積
書
・
合
見
積

　
仕
様
書
・
カ
タ
ロ
グ

  
機械装置・ 
工具器具費 

 
整理番号○

● 
 
●

● 
 
●

機
械
装
置
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【補助対象経費の算入可否判断例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 例外として、支払が補助事業期間外であっても以下の要件を満たす場合、補助対象経 
費として認めます。 

（相当な事由の例） 
人件費（給与等の支払が月末締め→翌月払いになる場合が多いため）。 

※ 事業期間終了後に支払手続きを行った場合には、支払が完了した時点で速やかに広島県
への報告及び確認を受けなければなりません。なお、広島県による確認の結果、疑義が生
じた場合には、必要に応じて検査等を行う場合があります。 

 

  補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額（支出義務額）が確定しているものであっ
て、事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるもの※

可否　　　交付決定日　　　　     　 ＜補助事業期間＞　　　　　　　  完了日 

  

 

○　　　　　　　　　　　　見積　　発注　　納品　　検収　　請求　　支払

×　 見積　発注　　　　　　　　　　納品　　検収　　請求　　支払 

○　　　見積　　　　　　　　　　発注　　納品　　検収　　請求　　支払 

×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見積　発注　　　　　　納品・検収･･ 

×※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見積　発注　納品　検収　請求　　　　　　支払 
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５ 補助事業者の提出書類一覧（交付決定後） 

 

 
種   別

様  式 
（根拠規定）

提 出 期 限 等

 

実
施
中

交付申請取下書
任意様式 
第10条

交付決定の通知を受けた日から20日以
内 ※補助金の申請を取下げようとす
るとき

 
計画変更（等）承認申請書

様式第２号 
第９条

変更(等)をしようとする都度、速やかに

 
計画中止（廃止）承認申請書

様式第３号 
第９条

中止（廃止）をしようとするとき

 
補助事業遅延等報告書

様式第４号 
第９条

事故等の都度、速やかに

 
補助事業遂行状況報告書

様式第５号 
第11条

交付決定の日の属する県の会計年度の
10月10日

 

終
了
時

補助事業実績報告書
様式第６号 

第12条

補助事業が完了した日から起算して10
日を経過した日、又は 
交付決定の日の属する県の会計年度の
３月10日 
※直接人件費関係資料についても添付

 
補助金精算払請求書

様式第７号 
第14条

補助金の額の確定通知受領後、速やかに

 

終
了
後

財産処分承認申請書
様式第11号 

第19条 「減価償却資産の耐用年数等に関する
省令」に定める期間の経過以前において
財産を処分しようとする都度  財産処分承認申請書 

(補助事業等の成果を活用)
様式第12号 

第19条
 

事業化状況報告書
様式第13号 

第20条
補助事業が完了した日の属する県の会
計年度終了後５年間、毎年４月30日

 
産業財産権等取得等届出書

様式第14号 
第21条

補助事業が完了した日の属する県の会
計年度終了後５年間経過以前において
産業財産権等を取得等した都度
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６ 新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る政治資金規正法の適用について 
このことについては、政治資金規正法第 22 条の３第４項の規定により、広島県から補助金

等（一部例外を除く）の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付決定の
通知を受けた日から一年間、広島県議会の議員若しくは長に係る公職の候補者（候補者となろ
うとする者及び公職にある者を含む。）を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体（政
党等）に対して政治活動に関する寄附をすることができないこととされています。 

新たな価値づくり研究開発支援補助金は、上記の一部例外（試験研究、調査又は災害復旧に
係るものその他性質上利益を伴わない補助金等）には該当せず、寄附制限が適用されるものと
判断しています。 

 

 参 考  政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）（抄） 

（寄附の質的制限） 

第 22 条の３ 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金（試験研究、調査又は災

害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法（平成６年法律第５

号）第３条第１項の規定による政党交付金（同法第 27 条第１項の規定による特定交付金

を含む。）を除く。第４項において同じ。）の交付の決定（利子補給金に係る契約の承諾の

決定を含む。第４項において同じ。）を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の

決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日（当該給付金の交付の決定の全部の

取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日）までの間、政治活動に関する寄附

をしてはならない。  

２・３ （略） 

４ 第１項及び第２項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公

共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又

はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動

に関する寄附について準用する。 

 一 地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた

会社その他の法人 

 二 地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資

又は拠出を受けている会社その他の法人 
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※令和７年度版の等級単価一覧表が公表され次第，更新する 

補助金申請時と事業実施時の等級単価が異なる可能性があることに注意

（別表）
令和６年度適用 等級単価一覧表
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                                 令和７年●月●●日 
 広 島 県 知 事 様 
 
                      申請者（代表事業者） 
                       所在地 広島県●●市●●町●●-●● 
                       企業名 株式会社●●● 
                       代表者 代表取締役 ● ● ● ●  
                      構成員 
                       所在地 ◆◆県◆◆◆市◆◆町◆◆◆番地 
                       企業名 ◆◆◆大学 
                       代表者 学 長   ◆ ◆ ◆ ◆  
                   

令和６年度新たな価値づくり研究開発支援補助金事業計画書 

 

新たな価値づくり研究開発支援補助金の交付を受けたいので、次のとおり補助事業計画書を提出し
ます。 

記 
１ 事業対象区分等（いずれかにチェック） 

 
 ２ 補助事業の目的及び内容 
   別紙１「事業計画書」及び別紙２「事業収支計画書」のとおり 
 
 ３ 添付書類 ※(1)、(3)～(6)は申請者及び開発グループを構成する事業者について添付すること 
(１) 事業者の「企業の概要」（別紙３） 
(２) 申請者（代表事業者・事業管理機関）の事業執行計画（別紙４）※概算払を希望する場合のみ提出 
(３) 直接人件費対象者届出書等（新たな価値づくり研究開発支援事業（補助金）における直接人件費の計算に係る実施細則第５に規定する資料）  
(４) 事業者・事業管理機関の決算報告書（直近２期分） 
(５) 事業者・事業管理機関の定款、寄付行為等 
(６) 事業者・事業管理機関の県税事務所が発行する「県税、特別法人事業税及び地方法人特別税について未納がない旨の納税証明書」  

(７) パートナーシップ構築宣言 ※「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト（https://www.biz-partnership.jp/）で

公表している場合のみ提出 
（連絡担当者）※代表事業者の担当者に限る。 

 

 区 分 開発テーマ ﾁｪｯｸ欄 補助率等
 一般型 ものづくりの高度化 □ １/２以内

 

重点型
デジタル化 □

２/３以内  カーボンニュートラルに係る新分野展
開・事業転換

□

 
事業管理機関 ― □

代表事業者の補助金の 

10／100に相当する額

 
部署名 支援部

連
絡
先

住所・ 
電話

●●市●●町●●-●● 

○○○-○○○-○○○○
 

職氏名 主任 △△ △△ E-mail ○○○＠○○○○○○.co.jp

Ⅳ 事業計画書の様式及び記入要領  

（代表事業者の記入例です。必要に応じて記入欄やページを追加してください。） 
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別紙１ 

事 業 計 画 書 
 
１ 物価高騰による影響 

 
２ 応用・実用化開発テーマ  
（１）応用・実用化開発テーマ 

 
（２）応用・実用化開発の目的・目標 

 
（３）事業終了時期（計画） 

令和８年２月28日（当該補助事業の終了時期を記載してください） 
（※ 事業開始後、実施期間を変更する場合、必ず県に事前相談してください。） 
 

３ 過去に受けた当該補助金 

 
４ 他補助制度等への類似事業の申請等 

当事業計画と関連のある研究開発課題で、実施又は申請中及び申請予定のプロジェクトがあれば、記入
してください。また、本提案との相違点を記載してください。 

 
 

 電気料金高騰の影響により、●月～●月の電気料金が昨年比で1.5倍となっている。 
令和４年（●月～●月）の平均電気料金：1,000千円／月（10円／kWh） 
令和５年（●月～●月）の平均電気料金：1,500千円／月（15円／kWh） 

 テーマ名 ●●●●技術を用いた●●●●●な●●●●●システムの開発 

（開発内容を的確かつ具体的に簡潔で分かりやすく記入してください。）

 ①開発目的・目標（要約） 
●●●●●●●●･･････ 

②事業化目標年度 
令和●年度（事業終了後おおむね５年後までの事業化を目標）

 補助金名 年度 テーマ名 補助金の額
 新たな価値づくり研究開発支援

補助金（旧ものづくり価値創出
支援補助金）

千円

 年度 交付機関・制度名 テーマ名 提案額
 R● ●●●●省 

●●●●支援事業
●●●に関する●●●●の

実用化開発について
000、000千円

 本提案との相違点
 ●●●●●●●●･･････
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５ 応用・実用化開発の概要 
（１） 応用・実用化開発の狙い（市場（客先）ニーズを踏まえた開発の独自性・新規性） 

（２） 応用・実用化開発の目標 

（３） 応用・実用化開発の技術課題 

（４） 応用・実用化開発の課題解決構想 

※（１）～（４）の要約を別紙様式により作成してください。 
（５） 開発スケジュール 

  
具体的な市場（客先）ニーズを踏まえ、開発の独自性・新規性（開発の核となる部分）や技
術が完成した際の効果等を記入してください。 
また、今回の開発の基礎となる先行開発について、 
　①開発の内容 
　②進展状況（実績・成果） 
を踏まえて記入してください。 
※　必要に応じて、図や表を添付してください。

  
開発終了時に到達すべき目標について、市場（客先）ニーズ、競合他社・従来技術などとの差

異を踏まえて、目標設定の根拠を明瞭かつ具体的に記入してください。 
　　※　必要に応じて、図や表を添付してください。 

  

開発の目標を達成するために、どのような課題があるのか、 

具体的に記入してください。 

  
課題の解決構想（課題解決の施策）について、 

①どのような方法により解決するのか 

②開発に使用しようとする設備及び材料等は何か 

③どの程度の規模（試作品をどれだけの数量製作するか等）で行うのか 
④その規模又は数量を選んだ理由 
⑤活用する技術シーズ・知見等に関する産業財産権、出願（公開・登録）番号等 

を記入してください。 

 開発項目 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月
 

＊＊＊システム開発
 

 

 

 
＊＊＊＊試験

○○調査

○○の開発

○○装置の設計・試作

○○装置の試験

研究項目（サブテーマ）ごとに実験、試作、試作品評価等に分けてスケジュールを記述してくだ
さい。なお、エクセル等で別に様式を作成しても問題ありません。 
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（６） 応用・実用化開発の体制 

 

 

（注）「５ 応用・実用化開発の概要」全体で、12ページ以内とすること。 

 

 （開発体制概念図） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 区分 名  称 職名 氏 名 役割・担当 開発業務の経歴
 

事
　
　
業
　
　
者

開
発
従
事
者

株式会社●●●

● ● ● ● ● ● ＊＊＊＊＊＊試作
●●開発プロジェ
クトリーダー

 
● ● ● ● ● ● ＊＊＊＊作製

金型開発の責任者
として従事

 
● ● ● ● ● ● ＊＊＊評価

ソフトウェア開発
に従事

 

▲▲▲▲株式会社

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ＊＊＊＊＊解析
▲▲開発プロジェ
クトリーダー

 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ＊＊＊＊試験

▲▲システム開発
に従事

 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ＊＊＊＊＊開発

制御技術に関する
専門知識を有する

 経
理
担
当
者

株式会社●●● ● ● ● ● ● ● 購買・経理

 
▲▲▲▲株式会社 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 経理

 大学等 
研究機関

◆◆◆大学 ● ● ● ● ● ● ＊＊＊＊＊開発

 ▼▼▼センター ▼▼▼▼部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ＊＊＊＊＊分析

 事業管理 
機 関 ★★法人★★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 連絡調整・進捗管理

株式会社●●●【代表事業者】 

（＊＊＊＊＊＊システム開発）

▲▲▲▲株式会社 

（＊＊＊＊＊の開発）

◆◆◆大学◆◆部 ○○教授 

＊＊＊＊性能向上研究
▼▼▼センター 

システムの＊＊＊＊試験

共同研究 

研究委託

★★法人★★★★【事業管理機関】（連絡調整・進捗管理）

共同開発 
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６ 補助事業終了後の事業化計画 

（１） 応用・実用化開発の成果を投入する市場（客先）、市場獲得の可能性 

 

（２）－１ 事業化計画の内容 

 

（２）－２ 事業化スケジュール 

（３） 事業化の実施体制 

 

（注）「６ 補助事業終了後の事業化計画」全体で、３ページ以内とすること。 
 

  
開発成果の事業化を狙う具体的な市場(提案先)及び、競合他社の製品との比較等による 
開発成果の優位性を説明し、市場獲得の可能性を記入してください。 
  

  
開発成果の事業化の開始時期やどのような販売形態（販売体制及び対象顧客）を予定し、製
品化・サービス提供開始までどのような活動を行うのか記入してください。 
 

※　必要に応じて概念図やイメージ図を添付してください。 

 

  事業化目標年度   令和  年度 

 
計画（実施）内容

補助事業終了後
 １年目 ２年目 ３年目 4年目 ５年目
 
 
 
 

  
事業化を進める中で、開発グループや社内の組織体制、役割分担や責任者等を明らかにする
こと。 
 

※　必要に応じて概念図やイメージ図を添付してください。 
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７ 県内への波及効果 

（１）県内産業への貢献 

上記のうち、①DX（デジタルトランスフォーメーション）への貢献 （加点項目） 
      ②CN（カーボンニュートラル）への貢献（加点項目） 

 
（２） 県内経済への波及効果 

 

（３） 県内雇用への波及効果 

（注）「７ 県内への波及効果」全体で、２ページ以内とすること。 
 

  
開発した技術は開発グループ内でどのように活用されるのか、他の地域に対してどのよう
な優位性を有するのか記入してください。 

 ※該当する場合のみ記入してください。 

①DXへの貢献 

　事例：デジタル化による新たな機能・サービスを付加した製品 

生産工程IoT導入・検査工程におけるAI診断を活用した新製品　　等 

②CNへの貢献 

　事例：環境負荷が小さく、高性能な製品　等

  
製品化・サービス提供開始後の販売スケジュールや価格及び売上見込額、及び県内企業との
取引状況・取引予定等について記入してください。 

 

事業化後１年目（令和９年）には○○社向けに納入し、売上高20,000千円（単価1,000円×20,000
個）を見込んでいる。その後、令和●●年には■■社に販売を拡大し、売上増を図っていく。 

   
事業化に伴う企業への影響額（売上増加額） 

     20,000千円 （１年目：令和９年） 
            22,000千円 （２年目：令和10年） 
            30,000千円 （３年目：令和11年） 

40,000千円 （４年目：令和12年） 
            50,000千円 （５年目：令和13年） 

  
本事業の事業化による雇用への効果について、開発グループ内や県内企業における雇用者数
の増加や維持にどのように寄与するのか、記入してください。 

 
  新規雇用          名 （令和  年） 
  雇用維持          名 （令和  年） 
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８ 実施場所 
（１） 研究開発実施場所（事業者） 

 
（２） 事業化実施場所 

 

９ 事業管理機関の研究開発の進行管理支援 

（注）事業管理機関を指名する場合に記載すること 
 

 

 
代表事業者：○○○工場 （広島県○○市） 

（※　事業者の開発実施場所を記入してください。）

 
○○○○株式会社○○○○工場 （広島県○○市） 
（※　開発成果を事業化した際の生産拠点を記入してください。）

  
事業管理機関の開発グループに対する進行管理支援について具体的に記入してください。 
・応用・実用化開発の進捗状況の把握方法 
・目標達成に向けた具体的な支援方法 
・補助事業の資金の執行状況の把握方法 
・経理処理の指導及び証拠書類の調整方法 
など 

 



29申請件数が多数の場合は、「応用・実用化開発の要約」を基に書類選考を行うことがあります。

応用・実用化開発の要約          

                          

 

 

 

 テーマ名：

 

 ③ 技術課題

 ④ 課題の解決構想（課題解決の施策）

 代表事業者名：

 

 ① 開発構想を示す概略図 
・市場（客先）ニーズ 
・独自性・新規性の「ポイント・狙い」 
・本年度成果のアウトプットイメージ

 ② 開発目標（競合他社・従来技術との差異） 
（記載例）

 ⑤ 県内への波及効果（県内経済・雇用への波及効果及び研究開発・事業化の実施場所）

事業計画書 別紙様式 

Good 競合他社
製品

Good

開発目標

※「A4」１枚で作成すること
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別紙２ 
事 業 収 支 計 画 書 

 
１ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 
（１）補助事業に要する経費    21,086,000 円  
（２）補 助 対 象 経 費    19,681,000 円 
（３）補 助 金 交 付 申 請 額    13,119,000 円 
 
２ 補助事業経費明細書 

（単位：円） 

※研究連携費については、開発グループを構成する場合のみ記載 
※補助金所要額―消費税等仕入控除税額＝補助対象経費 

 

経費区分
補助事業に要する経費（上段）

補助金交付 
申 請 額

 補 助 対 象 経 費（下段）
 株式会社●●● ▲▲▲▲株式会社 合計
 

試作・試験費
6,930,000 2,970,000 9,900,000

6,000,000
 6,300,000 2,700,000 9,000,000
 機 械 装 置 ・ 

工 具 器 具 費
1,980,000 0 1,980,000

1,200,000
 1,800,000 0 1,800,000
 

研 究 連 携 費
2,200,000 0 2,200,000

1,333,000
 2,000,000 0 2,000,000
 

技 術 指 導 費
220,000 0 220,000

133,000
 200,000 0 200,000
 

直 接 人 件 費
3,550,000 2,081,000 5,631,000

3,753,000
 3,550,000 2,081,000 5,631,000
 

諸 経 費
1,155,000 0 1,155,000

700,000
 1,050,000 0 1,050,000
 

小  計
16,035,000 5,051,000 21,086,000

13,119,000
 14,900,000 4,781,000 19,681,000
 

事 業 管 理 費
0 0

 0 0
 

合  計
16,035,000 5,051,000 21,086,000

13,119,000
 14,900,000 4,781,000 19,681,000

 
(資金調達内訳)

 区 分 株式会社●●● ▲▲▲▲株式会社 合計
 自 己 資 金 5,103,000 1,864,000 6,967,000
 借 入 金 1,000,000 0 0 1,000,000
 補 助 金 9,932,000 3,187,000 13,119,000
 そ の 他 0 0 0 0
 合  計 

（補助事業に要する経費）
16,035,000 5,051,000 21,086,000
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３ 資金支出内訳 
名称 株式会社●●● 

（注）補助事業に係る事業者・事業管理機関ごとに作成すること。 
   補助金交付申請額は経費区分ごとの小計額に補助率を乗じ、千円未満切捨てすること。 

 

 経
費
区
分

種 別 仕 様 単
位

数
量

単価 
(円) 

[税抜]

補 助事業に
要 する経費 

（円）

補 助 対 象 
経 費 

（円）

補助 金交付 
申 請 額 

（円）
備 考

 

試
作
・
試
験
費

樹脂 ○○○○ 枚 50 6,000 330,000 300,000 ▲▲機器 
材料

 鋼材 ○○○○ ㎏ 600 1,000 660,000 600,000 金型材料

 △△装置設計 － 式 1 － 3,740,000 3,400,000 外注委託

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設計 △△装置制御 式 1 － 1,100,000 1,000,000 外注委託

 ソフトウェア ▼▼解析 式 1 － 1,100,000 1,000,000

 

 

 小   計 6,930,000 6,300,000 4,200,000

 
機
械
装
置
・ 

工
具
器
具
費

○○○装置 □□□□ 式 1 － 1,430,000 1,300,000

 EMI測定装置 電磁環境試験用 回 5 100,000 550,000 500,000 借用

 
 
 小   計 1,980,000 1,800,000 1,200,000

 
研
究
連
携
費

◆◆◆大学 ◆◆教授 式 1 － 1,100,000 1,000,000 共同研究

 ▼▼▼センター ▼▼▼▼部 式 1 － 1,100,000 1,000,000 研究委託

 

 小   計 2,200,000 2,000,000 1,333,000

 
技
術
指
導

費

●●大学 ●●教授 回 2 100,000 220,000 200,000 謝金

 

 小    計 220,000 200,000 133,000

 
直
接
人
件
費

担当課長 ● ● ● ● Ｈ 300 3,000 900,000 900,000

 主任研究員 ● ● ● ● Ｈ 600 2,500 1,500,000 1,500,000

 研究員 ● ● ● ● Ｈ 500 2,300 1,150,000 1,150,000

 小   計 3,550,000 3,550,000 2,366,000

 
諸
経
費

特許調査 式 1 － 1,100,000 1,000,000 ○○社

 打合せ(東京) 従業員旅費 回 1 50,000 55,000 50,000

 
 小   計 1,155,000 1,050,000 700,000

 事
業
管
理
費

 
 

 小   計
 合    計 16,035,000 14,900,000 9,932,000

自社で設計組立・加工するための材料等については、「備考欄」にその旨記載すること。
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４ 研究連携費内容説明書（開発グループを構成する場合は作成すること） 
企業名 株式会社●●● 

（注）「研究連携費」を補助対象として希望する場合、連携先ごとに作成のうえ添付してください。 
補助事業の実施に当たっては、別途、関係書類の写しを提出していただきます。 

 

研 究 連 携 先

 

（機関等の名称）：◆◆◆大学◆◆部 

 
[大学等の場合] 

所属・職名・氏名 ◆◆部◆◆学科 教授 ◆◆ ◆◆ 

略歴 
研究分野 
取得特許、発表論文

 

研究連携先の技術シーズ等

 

研 究 連 携 の 必 要 性

 

研 究 連 携 の 内 容

 

研 究 連 携 の 目 標

 
研 究 連 携 に 要 す る 経 費  ￥２,０００,０００（消費税別）

 
研 究 連 携 期 間 （ 予 定 ） 令和●年●月●●日 ～ 令和●年●月●●日

適宜記述してください。

（Ｐ24）「５応用・実用化開発の概要（４）応用・実用化開
発の課題解決構想」に記載する、「活用する技術シーズ・知
見等」のうち、当応用・実用化開発で活用する研究連携先
の技術シーズ等について簡潔に記述してください。

研究連携の必要性、保有技術シーズ等との関連性について
簡潔に記述してください。

（Ｐ24）「５応用・実用化開発の概要（３）応用・実用化
開発の技術課題」のうち、研究連携により、どのような課
題をどのような方法で解決するのか簡潔に記述してくだ
さい。

研究連携の目標について可能な限り定量的に記述して
ください。
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別紙３ 

企業の概要（令和７年２月○○日現在） 

 

■ 主な出資者 

※ 出資比率順に上位４者を記載してください。 
※ 出資者が法人の場合は、「法人の状況」欄に当該法人の業種名、資本金、従業員数及び本社所在地を記入してください。 

 

■ 大企業の役員又は職員を兼務している役員の状況 

 

■ 研究開発・設備投資の状況（直近２期分の実績を記載）  （単位：万円） 

 企 業 名 株式会社●●● 連 絡 先 TEL: 000-000-0000 
FAX: 000-000-0000

 本 社 
所 在 地

〒000-0000 
●●県●●市●●町00-00

代 表 者 
役 職 ･ 氏 名 代表取締役 ●● ●●

 主 な 事 業 所 
と 所 在 地 
( 都 道 府 県 )

●●支社（●●県） 
●●工場（●●府） 
●●研究所（●●県）

資 本 金 25百万円
 従 業 員 数 100人
 設 立 年 月 日 0000年 0月 00日
 主 な 事 業 

の 業 種 名 ●●●●製造業 主 な 製 品 ・ 
サ ー ビ ス 等 ●●用●●部品

 出資者名 持株数 
又は出資額 出資比率 法人の状況

 業種名 資本金 従業員数 本社所在地
 ○野○子 (株・千円) 40.0％ 百万円 人
 320,000
 ◇◇製作所㈱ (株・千円) 20.0％ 機械器具 

製造業 1.000百万円 4,880人 広島県
 160,000
 ○野☆郎 (株・千円) 20.0％ 百万円 人
 160,000
 ㈱□□工業 (株・千円) 10.0％ 機械器具 

製造業 350百万円 1,800人 大阪府
 80,000

 氏 名・役職名 兼 務 の 状 況
 法人名・役職名 業種名 資本金 従業員数 本社所在地
 ○野○子 取締役 ㈱○野産業 代表取締役 食品製造業 50百万円 500人 兵庫県

 △岡△夫 監査役 ☆☆ウェーブ㈱ 監査役 ソフトウェア業 10百万円 750人 東京都

 百万円 人

 百万円 人

 令和４年度 令和５年度
 研究開発費 10,000 12,000

 設備投資額 100,000 110,000
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別紙４  
令和６年度新たな価値づくり研究開発支援補助金事業執行計画 

（単位：千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※概算払を希望する場合のみ提出すること 
 
 
 

 

経費区分
補助金交付
申請額

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 備考

試作・試験費 6,000 200 3,000 600 2,200

機械装置・工具器具費 1,200 333 867

研究連携費 1,333 134 1,199

技術指導費 133 133

直接人件費 3,753 200 200 200 400 200 587 400 400 400 366 400

諸経費 700 200 200 100 200

事業管理費 0

合 計 13,119 200 200 400 3,600 1,467 1,554 400 1,599 533 2,766 400

うち概算払申請予定額 7,421
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（事業管理機関の記入例です。） 
令和７年●月●●日 

 
 
 広 島 県 知 事 様 
 
 
                       
                      申請者（事業管理機関） 
                       所在地 広島県★★市★★町★★★番地 
                       企業名 ★★法人★★★★ 
                       代表者 理事長 ★ ★ ★ ★  
 
 

令和６年度新たな価値づくり研究開発支援補助金事業計画書 

 

新たな価値づくり研究開発支援補助金の交付を受けたいので、次のとおり補助事業計画書を提出し
ます。 

 
記 

１ 事業対象区分等（いずれかにチェック） 

 
 ２ 補助事業の目的及び内容 
   別紙１「事業計画書」及び別紙２「事業収支計画書」のとおり 
 
 ３ 添付書類 ※(1)、(3)～(6)は申請者及び開発グループを構成する事業者について添付すること 

(１) 事業者の「企業の概要」（別紙３） 
(２) 申請者（代表事業者・事業管理機関）の事業執行計画（別紙４）※概算払を希望する場合のみ提出 
(３) 直接人件費対象者届出書等（新たな価値づくり研究開発支援事業（補助金）における直接人件費の計算に係る実施細則第５に規定する資料） 
(４) 事業者・事業管理機関の決算報告書（直近２期分） 
(５) 事業者・事業管理機関の定款、寄付行為等 
(６) 事業者・事業管理機関の県税事務所が発行する「県税、特別法人事業税及び地方法人特別税について未納がない旨の納税証明書」 

 
（連絡担当者） 

別紙１ 代表事業者と同一の内容（資料）を添付 

 区 分 開発テーマ ﾁｪｯｸ欄 補助率等
 一般型 ものづくりの高度化 □ １/２以内

 
重点型

デジタル化 □
２/３以内  カーボンニュートラルに係る新分野展

開・事業転換
□

 
事業管理機関 ― ☑ 代表事業者の補助金額の

10/100に相当する額

 
部署名

連
絡
先

住所・ 
電話

●●市●●町●●-●● 

○○○-○○○-○○○○
 

職氏名 主任 ○○○○ E-mail ○○○＠○○○○○○.co.jp



36

別紙２ 
事 業 収 支 計 画 書 

 

１ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

（１）補助事業に要する経費    1,084,500 円  
（２）補 助 対 象 経 費    1,007,000 円 
（３）補 助 金 交 付 申 請 額    1,007,000 円 
 
２ 補助事業経費明細書 

（単位：円） 
 

経費区分
補助事業に要する経費（上段）

補助金交付 
申 請 額

 補 助 対 象 経 費（下段）
 公益財団法人■■ 合計
 

試作・試験費
 
 機 械 装 置 ・ 

工 具 器 具 費  

 
研 究 連 携 費

 
 

技 術 指 導 費
 
 

直 接 人 件 費
 
 

諸 経 費
 
 

小  計
 
 

事 業 管 理 費
1,084,500 1,084,500

1,007,000
 1,007,000 1,007,000
 

合  計
1,084,500 1,084,500

1,007,000
 1,007,000 1,007,000

 
(資金調達内訳)

 区 分 公益財団法人■■ 合計
 自 己 資 金 77,500 77,500
 借 入 金 0 0
 補 助 金 1,007,000 1,007,000
 そ の 他 0 0
 合  計 

（補助事業に要する経費）
1,084,500 1,084,500



３ 資金支出内訳 

名称 公益財団法人■■ 

（注）補助事業に係る事業者・事業管理機関ごとに作成すること。 
   補助金交付申請額は経費区分ごとの小計額に補助率を乗じ、千円未満切捨てすること。

 経
費
区
分

種 別 仕 様
単
　
位

数
　
量

単価 
(円) 

［税抜］

補 助事業に
要 する経費 

（円）

補 助 対 象 
経 費 

（円）

補助金 交付 
申 請 額 

（円）
備 考

 
試
作
・
試
験
費

 

 

 小   計

 
機
械
装
置
・ 

工
具
器
具
費

 

 

 小   計

 
研
究
連
携
費

 

 

 小   計

 技
術
指
導
費

 

 

 
直
接
人
件
費

 

 

 小   計

 

諸
経
費

 

 

 小   計

 

事
業
管
理
費

人件費 課長 ● ● ● ● Ｈ 200 2,500 550,000 500,000

 企業打合せ 職員旅費 回 50 2,500 137,500 125,000

 会議室借上費 会議２回×2.5Ｈ Ｈ 5 30,000 165,000 150,000

 一般管理費 式 1 － 232,000 232,000

 小   計 1,084,500 1,007,000 1,007,000

 合    計 1,084,500 1,007,000 1,007,000


